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 「空家」と「空き家」の表記の違いについて 

     空家等対策の推進に関する特別措置法では「空家等」と定義しており、本計画でも「空家」「空家

等」と表記しています。ただし、引用部分においては、引用元にあわせ「空き家」と表記しています。 
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第1章 🏠 計画の目的と位置づけ 

１ 計画の目的 

全国的には人口減少の局面を迎えておりますが、本市の人口は、令和２（２０２０）年３月に６４万人を超え、

令和７（２０２５）年４月には６５万人に到達しました。現在も緩やかに増加を続けており、中核市の中では最も

多い人口を擁する都市へと発展しています。 

市民の定住志向は非常に高く、本市の都市としての地理的優位性や、豊かな自然環境、充実した医療体

制の構築など、多くの方々に選ばれる都市へと成長しています。 

一方で、少子高齢化による人口減少社会への移行や社会情勢の変化、核家族の増加による家族形態の

変化に伴い、全国的に空家等が年々増加しています。 

本市においても、空家等の増加が顕在化しつつあり、その中でも、適切な管理が行われていない空家等

は、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害など多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境

に深刻な影響を及ぼしかねません。 

このような状況から、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、これをもって公共の福祉の増進

と地域の振興に寄与することを目的として、平成２７（２０１５）年５月に「空家等対策の推進に関する特別措置

法」（平成２６年法律第１２７号。以下「空家法」といいます。）が全面施行されました。 

本市では、これを受けて、空家法第７条の規定に基づき、平成２９（２０１７）年６月に「船橋市空家等対策計

画（平成２９年度～令和２年度）」を策定し、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施してきました。 

また、計画期間の終了に伴い、これまでの取組を検証し、本市における課題を見直すとともに、社会情勢

の変化等に対応した施策を着実に推進していくため、新たな「船橋市空家等対策計画（令和３年度～令和１２

年度）」（以下「本計画」といいます。）を策定しました。 

本計画は、５年を目安に、各種施策の実施による効果や社会情勢の変化等に応じて、必要な見直しを図る

ものとしています。令和５（２０２３）年１２月には「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法

律」（令和５年法律第５０号）が施行され、空家等対策の強化が図られました。本計画は、これらを踏まえ、空

家等対策を効果的に実施していくために必要な見直しを行い、令和８（２０２６）年４月に本計画の中間見直し

を行いました。 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、空家法第４条に定められている市町村の責務を果たすために、空家法第７条第１項の規定に基

づき、本市における空家等に関する基本的な対策を総合的かつ計画的に実施するため策定するものです。 

なお、本計画は、上位計画である「船橋市総合計画」や、関連計画である「船橋市住生活基本計画・高齢

者居住安定確保計画」などとの整合性を図ります。 
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３ 計画期間 

本計画の期間は、令和３（２０２１）年度から令和１２（２０３０）年度までの１０年間とします。ただし、計画期間

中であっても、５年を目安に、各種施策の実施による効果や社会情勢の変化等に応じて、必要な見直しを図

るものとし、令和８（２０２６）年４月に本計画の中間見直しを行いました。 

 

４ 対象とする空家等の種類 

空家法第２条に規定する空家等のうち、主に住宅を対象とします。 

 

空家法第２条第１項 

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常

態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体

が所有し、又は管理するものを除く。 

 

※共同住宅の一室に居住者がいるなど、建築物などの一部でも使用されている場合は、「空家等」に該当

せず、空家法の適用対象外となります。 

 

５ 計画の対象とする地区 

本市では、空家等が全域に点在していることから、地区を限定せず「市内全域」を計画の対象とします。 

 

６ 計画の効果的な推進 

計画の実効性を確保するため、毎年度、基本方針の具体的な取組状況について点検を行い、施策の有効

性、効率性などの検証及び評価を行い、その結果を施策に反映させます。 

 

７ 本計画とSDGs との関係 

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、「誰一人取り残さない（leave no one 

behind）」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。平成２７（２０１５）年９月の国連サミッ

トにおいて、全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」の中で掲げられました。 

令和１２（２０３０）年を達成年限とし、持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するための１７のゴール

と１６９のターゲットから構成されています。 

本計画においても、目標１１「住み続けられるまちづくりを」、目標１７「パートナーシップで目標を達成しよう」

については、特に関連性が深いことから目標の実現に向け、取組を推進します。 
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第2章 🏠 本市の現状と課題 

１ 人口推計 

 総人口の将来推計 

「船橋市人口推計調査報告書（令和元年５月）」によると、本市の人口は、令和１５（２０３３）年まで緩やかな

増加を続け、６６万４千人をピークに、その後減少に転じる見込みです。 

また、年少人口（１５歳未満の人口）はすでに減少しており、生産年齢人口（１５歳～６４歳の人口）について

も、令和１０（２０２８）年にピークを迎え、その後減少に転じると予想されます。 

一方で、総人口に占める老年人口（６５歳以上の人口）の割合は、平成３０（２０１８）年に２３．７％だったもの

が、令和３５（２０５３）年には３３．１％まで上昇する見込みです。 

 

図表１－１ 本市の総人口の将来推計 

 
※平成３０(２０１８)年までの人口は、４月１日時点の住民基本台帳人口 

資料：船橋市人口推計調査報告書（令和元年５月） 

 

図表１－２ 年齢３区分別人口の将来推計 

 
 

 
※平成３０(２０１８)年までの人口は、４月１日時点の住民基本台帳人口 

資料：船橋市人口推計調査報告書（令和元年５月） 
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 高齢者人口の推移 

６５歳以上の高齢者の総人口に占める割合は、平成２０（２００８）年に１８．０％であったものが、令和１０（２０

２８）年には２４．６％となり、高齢者人口がピークとなる令和３５（２０５３）年には３３．１％となる見込みです。 
 

図表１－３ 高齢者人口と高齢化率の将来推計 

 
※カッコ内は６５－７４歳人口又は７５歳以上人口の総人口に占める構成比 

※平成３０(２０１８)年までの人口は、４月１日時点の住民基本台帳人口 

資料：船橋市人口推計調査報告書（令和元年５月） 
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２ 住宅・土地統計調査から見た空き家の状況 

 調査の概要 

名称 平成３０年住宅・土地統計調査 

実施者 総務省 

調査対象 調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並び

にこれらに居住する世帯（約３７０万住戸・世帯） 

調査方法 世帯に配付する調査票（直接配付、直接回収、郵送又はオンラインによ

る回答）及び調査員等による建物調査 

調査時点 平成３０年１０月１日午前零時現在 

 

図表２－１ 住宅の分類と空き家（平成３０年住宅・土地統計調査） 

 
・「一時現在者のみの住宅」とは、昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊まりしているなど、そこに普

段居住している者が一人もいない住宅 

・「二次的住宅」とは、別荘など、週末や休暇時に避暑・保養などの目的で使用される住宅や、普段住んでいる

住宅とは別に、たまに寝泊まりする人がいる住宅 

・「賃貸用の住宅」とは、新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 

・「売却用の住宅」とは、新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 

・「その他の住宅」とは、人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって

不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など（空き家の区分の判断が困難な住宅

を含む。） 

 

名称 令和５年住宅・土地統計調査 

実施者 総務省 

調査対象 調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並び

にこれらに居住する世帯（約３４０万住戸・世帯） 

調査方法 世帯に配付する調査票（直接配付、直接回収、郵送又はオンラインによ

る回答）及び調査員等による建物調査 

調査時点 令和５年１０月１日午前零時現在 
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図表２－２ 住宅の分類と空き家（令和５年住宅・土地統計調査） 

 
・「一時現在者のみの住宅」とは、昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊まりしているなど、そこに普

段居住している者が一人もいない住宅 

・「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」とは、人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため

居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など（空き家

の区分の判断が困難な住宅を含む。） 

・「賃貸用の空き家」とは、新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 

・「売却用の空き家」とは、新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 

・「二次的住宅」とは、別荘など、週末や休暇時に避暑・保養などの目的で使用される住宅や、普段住んでいる

住宅とは別に、たまに寝泊まりする人がいる住宅 

 

※住宅・土地統計調査による空き家は、共同住宅の一室も含めた調査時において人が居住していない住宅となっ

ているため、比較的短期の空き家も含まれます。このため、空家法に規定する空家等とは異なります。 

 

 全国 

ア 平成３０年住宅・土地統計調査 

平成３０年住宅・土地統計調査の結果によると、空き家数は８４９万戸となり、５年前に比べて２９万戸 

（３．５％）増加しています。また、空き家率（総住宅数に占める割合）についても、１３．６％と増加傾向となって

います。 

空き家の内訳については、「賃貸用の住宅」が４３１万戸（５０．９％）と全体の約半分を占めており、「二次的

住宅」が約３８万戸（４．５％）、「売却用の住宅」が２９万戸（３．５％）、「その他の住宅」（長期不在、取壊し予定

などの住宅）が３４７万戸と全体の４１．１％となっています。 

 

イ 令和５年住宅・土地統計調査 

令和５年住宅・土地統計調査の結果によると、空き家数は９００万戸となり、５年前に比べて５１万戸 

（６．０％）増加しています。また、空き家率（総住宅数に占める割合）についても、１３．８％と増加傾向となって

います。 

空き家の内訳については、「賃貸用の空き家」が４４４万戸（４９．３％）と全体の約半分を占めており、「賃

貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」（長期不在、取壊し予定などの住宅）が約３８６万戸（４２．８％）、

「売却用の空き家」が３３万戸（３．６％）、「二次的住宅」が３８万戸と全体の４．３％となっています。 
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図表２－３ 全国の総住宅数、空き家数及び空き家率の推移 

 
※端数は四捨五入 

資料：住宅・土地統計調査結果（総務省 統計局） 

 

図表２－４                          図表２－５ 

  
資料：平成３０年住宅・土地統計調査結果      資料：令和５年住宅・土地統計調査結果 

（総務省 統計局）                     （総務省 統計局） 
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 本市 

平成２５年調査では３０，６５０戸であった空き家が、平成３０年調査では３２，１２０戸、令和５年調査では 

３３，７００戸となり増加傾向となっています。また、空き家率は、平成３０年調査では１０．４％と前回の平成２５

年調査と比較すると、０．１％増加していますが、令和５年調査では１０．３％となっています。 

なお、全国や千葉県と比較すると、本市の割合は、いずれも低い値となっており、平成３０年調査と令和５年

調査を比較すると、空き家のうち賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家（平成３０年調査ではその他の住

宅）の割合は減少し、賃貸用の空き家及び売却用の空き家の割合は増加しています。 

本市の空き家率が全国や千葉県より低い要因としては、鉄道駅を中心として市街化が図られており、身近

な地域に医療、商業、公共施設などの都市機能が適正に配置されるなど、生活利便性の高い都市構造を有

していることなどが考えられます。 

ＪＲ沿線の西部・南部地域では転入超過が続く一方で、東部・中部・北部地域では高齢化が進み、一部で

は人口が減少するなど、人口動態に地域差が見られ、地区コミュニティ別空家等分布図を見ると、空家等の

数にも地域差が確認できることから、今後人口減少や高齢化が進行する地域では、空き家数が増加すること

が見込まれます。 

また、家計を主に支える者の年齢層別に住宅所有状況を見ると、６５歳以上の持ち家数が７４，１２０戸（全

体に占める割合：８２．２％）と最も多くなっています。 

 

図表２－６ 全国、千葉県及び船橋市の総住宅数に占める空き家数 平成３０（２０１８）年    （戸） 

資料：平成３０年住宅・土地統計調査結果（総務省 統計局） 

 

図表２－７ 全国、千葉県及び船橋市の総住宅数に占める空き家数 令和５（２０２３）年    （戸） 

地域 総住宅数 空き家 空き家率 

全国 65,046,700 9,001,600 13.8% 

千葉県 3,191,100 394,100 12.3% 

船橋市 328,510 33,700 10.３％ 

資料：令和５年住宅・土地統計調査結果（総務省 統計局） 

 

  

地域 総住宅数 空き家 空き家率 

全国 62,407,４00 8,48８,６00 13.６% 

千葉県 3,029,800 382,500 12.6% 

船橋市 310,190 32,120 10.4% 
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図表２－８ 地区コミュニティ別空家等分布図（令和７（２０２５）年１０月１日現在） 縮小版 

 
※図表２－８の拡大版と詳細は２５ページに記載。 

 

図表２－９                        図表２－１０ 

   
資料：平成３０年住宅・土地統計調査結果     資料：令和５年住宅・土地統計調査結果 

（総務省 統計局）                    （総務省 統計局） 

  

賃貸用の住宅

48%

売却用の住宅

4%

その他の住宅

48%

空き家の内訳

（平成３０年・船橋市）

賃貸・売却用及び

二次的住宅を除く

空き家

37.2%

賃貸用の空き家

56.8%

売却用の空き家

5.2%

二次的住宅

0.9%

空き家の内訳

（令和５年・船橋市）
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３ 空き家所有者実態調査から見える全国の空き家の状況 

 調査の概要 

名称 令和元年空き家所有者実態調査 

実施者 国土交通省 

調査対象 平成３０年住宅・土地統計調査において「居住世帯のない住宅（空き

家）を所有している」と回答した中から、全国で約１万４千世帯を無作

為抽出 

調査方法 世帯に配付する調査票（郵送配付、郵送及びオンラインによる回答） 

調査時期 令和元年１１月～令和２年１月 

有効回答率 ４７．７％ 

 

 調査結果 

空き家の所有世帯について 

空き家所有世帯の家計を主に支える者の年齢については、「６５～７４歳」が４１．０％と最も多く、次に「７５

～８４歳」の１６．９％となっています。６５歳以上を合計すると６１．５％となっています。 

 

図表３－１ 所有世帯の家計を主に支える者の年齢（ｎ＝3,912） 

 
資料：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省 住宅局） 
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所有世帯の居住地からの所要時間について 

自宅から空き家までの距離については、「徒歩圏内」と「車・電車などで１時間以内」がともに３５．６％となっ

ており、１時間以内が７１．２％を占めています。一方で、「車・電車などで３時間超」の割合についても１２．５

％となっています。 

 

図表３－２ 所有世帯の居住地からの所要時間（ｎ＝3,912） 

 
資料：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省 住宅局） 

 

主な管理者について 

空き家の主な管理者については、「所有者または所有者と同居している親族」が７７．３％と最も多く、次に

「所有者と同居していない親族」が１０．８％、「不動産業者、建築会社、管理専門業者など」が３．５％となって

います。また「誰も管理していない」は３．２％となっています。 

 

図表３－３ 主な管理者（ｎ＝3,912） 

 
資料：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省 住宅局） 
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管理の頻度について 

空き家の管理の頻度については、「月に 1～数回」が３６．４％、「週に１～数回」が１９．１％、「ほぼ毎日」が

１５．５％となっていますが、一方で、「年に１～数回」が２４．７％と全体の約４分の１を占めています。 

 

図表３－４ 管理の頻度（ｎ＝3,643） 

 
資料：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省 住宅局） 

 

管理をする上での課題について 

空き家を管理する上での課題については、「管理の作業が大変」が２９．８％、「住宅を利用する予定がない

ので管理しても無駄になる」が２６．０％、「管理費用の負担が重い」が２１．６％となっています。一方で、「課題

はない」の割合については、３０．２％と最も多くなっています。 

 

図表３－５ 管理をする上での課題（ｎ＝3,912） 

 
資料：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省 住宅局） 
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今後の空き家の利用などについて 

空き家の利用意向については、「空き家にしておく（物置を含む）」が２８．０％と最も多く、次に「セカンドハ

ウスなどとして利用」が１８．１％となっています。一方で、「売却」が１７．３％、「取り壊す」が１３．２％と割合が

大きくなっています。 

 

図表３－６ 今後の利用意向（ｎ＝3,912） 

 
資料：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省 住宅局） 

 

賃貸・売却する上での課題について 

空き家を賃貸・売却する上での課題については、「買い手・借り手の少なさ」が４２．３％と最も多く、次に「住

宅の傷み」が３０．５％、「設備や建具の古さ」が２６．９％、「リフォーム費用」が２１．４％などとなっています。 

 

図表３－７ 賃貸・売却する上での課題（ｎ＝８８５） 

 
資料：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省 住宅局） 
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空き家にしておく理由について 

空き家にしておく理由については、「物置として必要」が６０．３％と最も多く、次に「解体費用をかけたくない」

が４６．９％、「さら地にしても使い道がない」が３６．７％、「好きなときに利用や処分ができなくなる」が３３．８％な

どとなっています。 

 

図表３－８ 空き家にしておく理由（ｎ＝1,097） 

 
資料：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省 住宅局） 
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特定空家等への措置の認知状況について 

特定空家等への措置の認知については、「詳しい内容までは知らなかったが、聞いたことがある」が４３．５

％と最も多く、次に「知らない」が３１．１％、「知っている」が２４．１％となっています。 

 

図表３－９ 特定空家等への措置の認知状況（ｎ＝3,912） 

 
資料：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省 住宅局） 

 

特定空家等の敷地に係る固定資産税等の軽減対象からの除外措置の認知状況について 

特定空家等として市区町村長から必要な措置をとることを勧告された場合に固定資産税等の住宅用地特

例の対象から除外されることについては、「知らない」が６２．５％と最も多く、次に「詳しい内容までは知らなか

ったが、聞いたことがある」が２５．９％、「知っている」が１０．７％となっています。 

 
図表３－１０ 特定空家等の敷地に係る固定資産税等の軽減対象からの除外措置の認知状況（ｎ＝3,912） 

 
資料：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省 住宅局） 
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４ 船橋市空家等対策実態調査から見える本市の状況 

 調査の概要 

名称 船橋市空家等対策実態調査 

実施者 船橋市 

調査対象 船橋市が保有するデータ、千葉県が保有する上水道データ及び住宅地

図作成事業者等が販売する空家情報から、一定の条件に基づき特定し

た空家候補のうち、所有者等の郵送先が判明した１,９７５件 

調査方法 郵送配付、郵送回収（一部直接持参） 

調査時期 令和２年１２月２５日～令和３年１月２２日 

有効回答率 ５８．８％ 

 

 調査結果 

地区コミュニティ別に見る空家数 

市保有の空家データベース等から、空家等の分布を机上調査したところ、八木が谷地区で最も多く２２０件

あり、次に法典地区の２１３件となりました。 

なお、所有者意識調査の結果、空家等ではないと判断される物件を除外した場合も、八木が谷地区が最も

多く４７件、次いで法典地区と新高根・芝山地区が３９件と同数で続きました。一方で、空家等が最も少なかっ

たのは、中山地区となりました。 

 

図表４－１ 空家調査結果の地区コミュニティによる集計 

 
※「机上調査結果」は市が有する情報等をもとに空家等であると推定したもので、これらに対して所有者等を調

査し、意識調査を行った結果が「所有者意識調査結果」となります。「空家対象外」は意識調査の結果、建物を

使用していると回答があった「使用の申し出」、すでに売却等をしたと回答があった「売却・除却」、所有者等を

調べた結果国や地方公共団体であった「法定外」の、空家法における空家等には該当しない物件です。また、

空家等か否かを確認できなかった「未確認」としては、調査票が提出されなかった「不明」と、所有者等が判明

せず調査票を送付しなかった「未送付」があります。 

資料：船橋市空家等対策実態調査（船橋市） 

机上調査結果

使用の
申し出

売却
除却

法定外 不明 未送付

1 宮本 12 33 34 39 118

2 湊町 4 21 1 22 15 63

3 本町 3 6 3 18 7 37

4 海神 23 33 2 40 28 126

5 葛飾 7 18 13 16 54

6 中山 2 8 11 10 31

7 塚田 18 27 36 31 112

8 法典 39 50 1 88 35 213

9 夏見 12 17 1 27 6 63

10 高根・金杉 15 18 1 27 7 68

11 二和 15 19 26 10 70

12 三咲 10 16 1 18 5 50

13 八木が谷 47 62 3 86 22 220

14 前原 11 36 1 1 41 24 114

15 二宮・飯山満 17 41 5 1 42 17 123

16 薬円台 13 9 1 17 15 55

17 三山・田喜野井 36 52 4 65 30 187

18 高根台 6 8 1 11 4 30

19 新高根・芝山 39 37 68 22 166

20 松が丘 28 44 2 36 9 119

21 大穴 29 40 2 40 11 122

22 習志野台 22 53 3 60 21 159

23 豊富 9 9 16 9 43

24 坪井 8 6 2 12 5 33

425 663 33 3 854 398 2,376

空家

合計

所有者意識調査結果

コミュニティ
空家

空家対象外 未確認
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空家所有者等の状況について 

所有者意識調査に回答した所有者等のうち６割以上が６０代以上となっています。なお、空家は５年以上長

期に使用していないものが多くなっており、昭和５６（１９８１）年以前に建築されたものが６割以上となっている

ことから、これらが、管理不全の空家等となることが懸念されます。 

また、使用されなくなった理由としては、「相続で取得したが入居していない」といった理由が最も多く、次

に、「居住者が入院や施設に入所した」といった理由が多くなっています。 
 

図表４－２ 所有者の年代 

 
資料：船橋市空家等対策実態調査（船橋市） 

 

図表４－３ 空家となってからの期間 

 
資料：船橋市空家等対策実態調査（船橋市） 
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図表４－４ 空家等の建築時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：船橋市空家等対策実態調査（船橋市） 

 

図表４－５ 空家となった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：船橋市空家等対策実態調査（船橋市） 
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空家等の維持管理について 

年に１回程度以上の維持管理が行われている空家は約７割、内容については「庭の手入れ、草刈り」、「空

気の入れ替え」、「建物内の清掃」、「破損個所の補修・修繕」が主に行われています。 

維持管理を行う上での課題については、「遠方に住んでおり管理できない」、「管理するための費用が掛か

る」が多くなっています。また、維持管理に特に困っていないという回答も比較的多くなっています。 

所有者の年齢層の高さや建築年数が経過した建物が多いことからも、将来、適切に管理されずに放置され

てしまうことが懸念されます。 

 

図表４－６ 維持管理の頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：船橋市空家等対策実態調査（船橋市） 

 

図表４－７ 維持管理の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：船橋市空家等対策実態調査（船橋市） 
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図表４－８ 維持管理を行う上での課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：船橋市空家等対策実態調査（船橋市） 

 

空家の除却・利活用について 

利活用における課題として、空家を解体すると固定資産税などの住宅用地の特例措置が適用されなくな

り、税額が上がることが一番多くあげられており、次に「動産（建物の中に残っている家財等）を処分しなけれ

ばならない」、「解体費がない」といったことがあげられました。 

また、建物自体を売却・賃貸するなど、資産としての利活用に向けて高い関心があるものの、手続きが不

明、借り手や買い手が見つからないといった様々な課題で実行に移せないケースが多い現状にあります。 

 

図表４－９ 建物の利活用における課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：船橋市空家等対策実態調査（船橋市） 
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空家等に関する困りごとについて 

市の相談窓口の認知度が低い一方で、行政や専門家の支援を必要とする声が多くあります。支援に結び

付けるための体制づくりとして、更なる相談窓口の周知が必要です。 

また、所有者やその家族に対して、相続による登記手続きや家屋の適正管理の必要性について、啓発を

図ることが必要です。 

併せて、空家の利活用や流通促進による空家の解消に向けて、所有者等が抱える課題を解決するため

に、相談窓口の拡充や、行政や専門家の支援が必要です。 

 
図表４－１０ 空家の相談窓口の周知状況 

 
資料：船橋市空家等対策実態調査（船橋市） 

 

図表４－１１ 利活用について期待する支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：船橋市空家等対策実態調査（船橋市） 
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５ 市内の空家等の分布について 

本計画の策定にあたり、令和２（２０２０）年度に実施した実態調査の結果を元に、地区コミュニティ別の空家

等の数を集計しました。その後、新たな空家等や、利活用や除却等により解消された空家等を把握し、データ

ベースを更新してきました。 

なお、空家等の状況把握に努めておりますが、既に解消されている空家等のうち、把握しきれないものが

データベースに含まれている可能性もあることから、空家等の数を正確に示すものではありませんが、以下に

データベースに基づく令和７（２０２５）年１０月１日現在の地区コミュニティ別空家等分布図を示します。 

 

図表５－１ 地区コミュニティ別空家等分布図（令和７（２０２５）年１０月１日現在） 
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６ 今後の課題 

本市においては、「令和５年住宅・土地統計調査」の結果からも、全国や県と比較して現状では空き家率は

低い状況でありますが、市内全域に空家が見られており、将来的に人口が減少する局面となれば、周辺の生

活環境に悪影響を及ぼす特定空家等になる可能性がある「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」の割

合が高くなることが予想されます。 

本市における現状や今後の空家増加の可能性を踏まえた課題を整理すると、次のとおりとなります。 

 

 所有者等に関する課題 

・「空き家所有者実態調査」及び「船橋市空家等対策実態調査」の結果によると、所有意識や管理意識を持ち

ながらも、高齢化や、遠方への居住などにより、空家等の状況の把握や維持管理を負担に感じている所有者

等が多く、解体にかかる資金不足や樹木伐採、修繕等に経費をかけたくないと考える所有者等も多くいます。 

また、住宅を除却した場合、住宅用地に係る固定資産税等の特例措置の適用がなくなり、軽減されていた税

額が元に戻るため、あえて空家等を解体しない所有者等や、空家等の管理に困っているが相談先がわから

ないという所有者等も多くいます。 

・空家所有者等へ管理を促していると、何度連絡しても反応がないケースや、相続がまとまらずに誰も管理して

いないケース、甥姪など被相続人との関係が希薄で自分が空家等の相続人であることを知らなかったケース

などがあります。 

・転居や相続に伴う登記を行っていないことから、空家等に困っている住民がその所有者等を確知することが

困難となり、空家法により調査権限を有する市においても戸籍等による調査は時間がかかり、公簿の保存年

限を過ぎていることから調査できない場合もあります。 

・所有者が亡くなり相続人が存在しない空家等や、所有者等の情報が登記しかない等により現在の所在が不

明な空家等もあります。このような空家等は管理する権限を持つ者が存在せず、利害関係人が民法に規定さ

れる財産管理人等の選任を裁判所に申し立てない限り解消されません。 

 

 建築物の老朽化等とそれによる地域への影響 

・本市の住宅は、昭和５６（１９８１）年以前の旧耐震の住宅割合が約２割を占めており、これらの住宅の持ち主

が、将来的に不適切な管理をすると、老朽建築物や空家となるおそれがあります。 

・空家等が管理されておらず、適切に修繕が行われないことにより、台風による屋根の破損が放置され雨が入

り込むなど、建築物の破損や老朽化がより速く進み、周囲に危険が生じるおそれがあります。 

・空家等の放置により、繁茂した草木の越境や虫等の発生、敷地内へのごみの不法投棄、倒壊事故や建築材

の飛散事故が発生する危険性が高まるなど、近隣環境や景観の悪化を招く原因となります。 

・地域住民が問題を感じていても、従前居住者の連絡先を知らない、所有者の変更に伴う登記がなされていな

いといった事情から所有者等を知ることができず、対応できない場合があります。 
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 中古住宅等の流通・利活用に関する課題 

・「船橋市空家等対策実態調査」の結果によると、利活用の希望において、売却や賃貸等を希望する回答が半

数以上ありました。一方で、利活用の課題として、「賃貸や売却を行いたいが、どうすればよいかわからない」

という回答が２割近くあり、売却等を希望していても行動に移せていない所有者等が多数いると考えられ、本

市の施策の周知が不十分なことや、空家等の利活用に向けた支援策が望まれていることがわかります。 

・中古住宅の品質に関する情報量が少ないことや、リフォームやメンテナンス費用がかかるなど、中古住宅の流

通が活発ではない状況にあります。 

・接道が取れない、がけ地などの理由で建物の再建築が困難な空家等もあります。このような物件は、所有者

等が売却の意思を示しても買い手がつかない、あるいは金額で折り合いがつかないなどでそのままになって

しまう場合があります。 
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７ 計画の見直しの背景 

本計画は、空家法の改正や取組の振り返りなど、様々な背景から取組の修正や強化を図るため、見直しを

行いました。 

 

    本計画の取組の振り返り 

本計画は、基本方針ごとの具体的な取組を実施してきましたが、空家等対策の状況に合わせ、取組の見

直しが必要です。 

また、これまでの取組状況は、毎年度、船橋市空家等対策協議会へ報告し意見聴取を行ってきたところで

すが、「十分な効果、一定の効果」などといった評価基準がわかりにくい、取組によっては評価を行うことが難

しいなどの課題が浮かび上がりました。 

これらの課題を踏まえ、より効果的な検証及び評価を行うため、評価方法等の見直しが必要です。 

 

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正 

令和５（２０２３）年１２月に施行された改正空家法は、使用目的のない空家が過去２０年で約１．９倍に増加

し、今後さらに増加する見込みであること、また、現行法は周囲に著しい悪影響を及ぼす特定空家等への対

応が中心となっていることから、特定空家等になってからの対応は限界があることを改正の背景としています。 

このような背景から、改正空家法は、新たな制度の創設や、空家等対策の方向性が示されました。 

 

新たな空家等対策の方向性 

改正空家法では、「空家等の悪化の防止」、「空家等の活用拡大」、「特定空家等の除却等」の３本柱で対

策を強化する方向が示されました。この方向性を踏まえ、本計画に反映します。 

 

新たな制度１．空家等活用促進区域 

空家等活用促進区域とは、市が空家の活用指針を明示して区域を設定し、建築基準法や都市計画法など

の許認可等を合理化・円滑化する制度です。 

国土交通省のガイドラインによると、対象となる中心市街地など、他の法律に基づき認定できる区域のうち、

空家等の活用により、地域の商店街の商業活動や、地域住民の集団及び組織による福祉活動や地域コミュ

ニティの維持活動などの促進が求められている区域を設定することで、中心市街地の活性化、移住・定住や

観光振興などの目的をもって活用することが重要であると示されています。 

 

新たな制度２．空家等管理活用支援法人 

空家等管理活用支援法人とは、NPO法人や社団法人等を市が指定し、空家等に関する業務を依頼する

制度です。 

依頼する業務例として、所有者や活用希望者への相談、情報提供、所有者からの委託に基づく空家等の

活用や管理などです。指定された法人は、市に対し、所有者等に関する情報提供の請求、空家等対策計画

の作成や変更の提案、財産管理制度の利用提案などができるようになります。 
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新たな制度３．管理不全空家等 

管理不全空家等とは、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当す

ることとなるおそれのある空家等の所有者等に対し、未然に防止するために必要な措置を取るよう、指導や勧

告を行うことができるよう認定する制度です。 

管理不全空家等は、特定空家等と同様に勧告を実施することにより、固定資産税及び都市計画税におけ

る住宅用地の特例措置から除外されます。 

 

 令和５年住宅・土地統計調査の結果 

令和５（２０２３）年の調査結果においても、平成３０（２０１８）年の調査結果と同様に、全国の空き家数及び

空き家率は増加しています。なお、千葉県及び本市においては、空き家率は微減していますが、空き家数は

増加していることから、空家等対策の基本方針等の考え方を継続し、取組を進めていく必要があります。 

 

 他市の空家等対策計画との比較 

人口規模や都市の地域性などが近い近隣他市は、空家等対策における課題や取組について共通する部

分が多いと考えられることから、空家等対策計画を比較すると、市内の空家等の分布を示し、空家等の現状

分析や取組への活用等を行っています。本市も空家等のデータベースを分析し、活用していく必要がありま

す。 

 

 令和６年度包括外部監査の結果・市議会での要望 

地方自治法に基づき、外部の専門的な知識を有する者の監査を受ける包括外部監査について、空家等対

策に係る事務が令和６（２０２４）年度の監査対象となり、公認会計士による監査が行われました。 

この監査の結果、特定空家等の認定や措置等の事務において、遅延や対応不足が見られ、人員不足等

がその原因のひとつであるとの指摘や意見が報告されました。 

また、市議会からも、計画の見直しと併せてさらなる組織体制の強化を図っていくことが求められています。 
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第3章 🏠 空家等対策に係る基本的な方針等 

１ 空家等に対する基本的な考え方 

空家等の管理については、第一義的には所有者等が自らの責任において、適切に管理しなければなりま

せん。空家法においても、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適

切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。」と規定されています。 

全国的には、人口減少社会を迎えた中、本市においては、緩やかな人口増加が続いており、今後もこの傾

向が続くことが予測されます。現状においては、本市の空き家率は高くない状況ですが、将来的には増加が

予想され、今後、空家等に関する諸問題がさらに顕在化することが想定されます。 

空家等が適切に管理されない場合、建物の老朽化等による防災上の危険、環境衛生や景観の悪化など、

地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことが予測されます。 

本市では、これまで空家等の管理を所有者等が全うしない場合や所有者不明の空家等については、周辺

への悪影響の程度や空家等の状態などを勘案し、私有財産である空家等に対して、その所有者等を調査

し、適切な管理を行うよう、促してまいりました。 

そこで、本計画では、空家等は所有者等が自らの責任により適切に管理することを前提とした上で、引き続

き、適切に管理されていない空家等の解消に努めることのほか、問題が顕在化する前から講ずる空家発生の

抑制対策、本市の地域特性や地域活性化などを図る観点からの空家等の有効活用に向けた取組、空家等

の流通促進に向けた支援などについて検討を行い、関係機関、関係団体等と連携を図りながら、空家等に関

する対策を実施してまいります。 

 

２ 基本的な方針 

空家になる前の段階における管理されない空家等の発生抑制、空家となってしまったときの適正管理の促

進、空家等の利活用の促進の３つの視点から基本的な方針を定めます。 

令和８（２０２６）年４月の見直しにおいて、本市の３つの基本方針の方向性は、改正空家法において示され

た空家等対策の３本柱と一致していると考え、基本方針の考え方は継続しつつ、「空家化の予防・空家の活

用拡大」、「空家の管理の確保」、「特定空家の除却等」に改め、具体的な取組を進めていきます。 
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基本方針１．空家化の予防・空家の活用拡大 

空家等は、高齢化等の影響から今後も増加していく傾向にあります。空家となったとき、管理されずに放置

される空家等にさせないために、居住中からその後の建物等の管理や活用について、その所有者等が備え

ておく必要があります。 

新たな空家等の発生を予防・抑制することに加え、改正空家法で創設された制度の活用を検討すること、

空家等が市場へ流通するよう促すことなど、空家の活用拡大を図るための取組を進めます。 

 

基本方針２．空家の管理の確保 

空家等は、所有者等の財産であることはもちろん、地域においても有効な資産です。しかし、適切な管理が

行われていない空家等となってしまうと、物件の市場性が低下し、不動産としての有効活用の機会を逸してし

まうことも考えられ、このような状態が継続すると、周囲に著しい悪影響を及ぼす特定空家等に至ってしまうお

それがあります。 

本市が把握した適切な管理が行われていない空家等について、所有者等自らの責任において管理を行う

よう求めること、適切な管理に向けた意識啓発や情報提供を行うこと、管理上の悩みを相談できるような体制

を整備することや、特定空家化を未然に防止することなど、空家の管理の確保を図るための取組を進めます。 

 

基本方針３．特定空家の除却等 

空家等が適切な管理が行われない状態が続くと、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる等の

おそれのある特定空家等となり、周囲に大きな悪影響を及ぼすおそれがあります。 

特定空家等に至ってしまった空家等について、適切な対応が行われるよう、所有者等に指導等を行うこと

や、特定空家等による危険を緊急に回避する必要がある場合には、適切な措置を講じることなど、特定空家

の除却等を図るための取組を進めます。 
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３ 具体的な取組 

基本方針 具体的な取組 

１．空家化の予防・

空家の活用拡大 

１．空家化予防や利活用に関する庁内連携体制の整備・強化 ※ 

２．所有者等からの相談受付、空家等の利活用に関する支援 

３．相談窓口の案内、その他の空家等対策に関する啓発活動の実

施・強化 

４．外部団体との連携体制の整備・強化 

５．空家等にさせないための啓発活動の実施・強化 

６．所有者不明空家等への財産管理制度の活用 

７．空家等活用促進区域の検討 

８．空家等管理活用支援法人の検討 

９．空家等の流通や利活用を支援する施策の検討 

１０．「マイホーム借上げ制度」等の周知 

１１．セーフティネット住宅の登録の促進 

１２．住宅バリアフリー・断熱改修支援事業 ※ 

１３．住宅確保要配慮者への居住支援 ※ 

１４．長期優良住宅の普及の促進 

１５．木造住宅の耐震診断費用の助成 

１６．木造住宅の耐震改修費用の助成 

１７．木造住宅除却助成事業 

１８．危険コンクリートブロック塀等の撤去費用の助成 ※ 

１９．高齢者住宅に対する改造資金の助成、整備資金の貸付 ※ 

２０．重度障害者等住宅改造費の助成、心身障害者等住宅整備資金

の貸付 ※ 

２１．市民参加のまちづくり支援事業 ※ 

２．空家の管理の確
保 

１．空家等のデータベースによる管理・活用 

２．管理が不適切な空家等に対する庁内連携体制の整備・強化 ※ 

３．所有者等からの相談受付、適切な管理の促進及び支援 

４．近隣住民等からの情報収集・相談受付 

５．所有者等による適切な管理への助言、情報提供 

６．困難事例を解消させる取組 

７．管理不全空家等に対する措置の実施 

８．外部団体との連携体制の整備・強化 【再掲】 

９．適切な管理の促進等、空家等対策に関する啓発活動の実施・

強化 

１０．空家等管理事業者の紹介 

１１．空家等管理活用支援法人の検討 【再掲】 

１２. 適正管理・除却への支援など、空家等対策に資する施策や手

法の研究 

３．特定空家の除却

等 

１．特定空家等に対する庁内連携体制の整備・強化 ※ 

２．特定空家等に対する措置の実施 

３．所有者不明空家等への財産管理制度の活用 【再掲】 

※進捗管理及び評価の対象外 
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基本方針１．空家化の予防・空家の活用拡大 

１－１ 空家化予防や利活用に関する庁内連携体制の整備・強化 （市民安全推進課） 

住居が空家となったとき、活用されずに放置されてしまうことを防ぐためには、居住しているときから、不動産

を最終的にどうするかを考えておく必要があります。高齢になったときの不動産の扱いや、転居後の家屋の取

り扱い、相続時の対応などについて、広く市民に啓発するため、本市が作成した「大切な人に伝えるノート」

（エンディングノート）に所有不動産や将来の相続について考えてもらう項目を記載したり、戸籍住民課や各

出張所で死亡届や転居届の提出の際、空家となる場合は管理を行うよう啓発してまいりました。引き続き、関

係部署との情報の共有や調整を図るとともに、住宅改修への支援制度や再建築時における要件等の情報提

供など、利活用を望む所有者等への支援を行うため、庁内連携体制の整備・強化に努めます。また、空家等

対策の強化に必要な人員や予算の確保を行い、実効性のある組織体制を構築していきます。 

 

１－２ 所有者等からの相談受付、空家等の利活用に関する支援 （市民安全推進課） 

空家等の利活用に関する相談を空家相談窓口にて受け付け、専門家と連携し、所有者等への支援を行い

ます。 

 

【定量的指標】 所有者等からの相談受付件数 

（２－３との区別は困難なため、同一指標とする） 

 

１－３ 相談窓口の案内、その他の空家等対策に関する啓発活動の実施・強化 （市民安全推進課） 

相続に伴い空家となった家屋等を売却時に税控除を受けることができる「空き家の発生を抑制するための

特例措置」や、利活用に関する相談窓口や助成制度の案内など、各種の啓発を行い、意識の醸成や制度活

用の促進をします。 

 

１－４ 外部団体との連携体制の整備・強化 （市民安全推進課） 

空家の予防や管理、利活用にあたっては、様々な専門家の協力が不可欠です。市民が専門家に気軽に

相談できる体制を目指し、空家等対策に係る情報収集や情報提供を行うなど、外部団体との連携体制の整

備・更なる強化を図り、所有者等を支援します。 

 

※空家等の管理に関する協定締結団体（令和７年１０月１日現在） 

千葉司法書士会 平成２９（２０１７）年６月１日締結 

千葉県宅地建物取引業協会 船橋支部 平成２９（２０１７）年６月１日締結 

千葉県土地家屋調査士会 平成２９（２０１７）年６月１日締結 

千葉県弁護士会 平成２９（２０１７）年７月１８日締結 

船橋造園協同組合 令和３（２０２１）年８月３０日締結 

東京ベイ信用金庫 令和５（２０２３）年５月２４日締結 

 

【定量的指標】 協定先への相談あっせん件数 

 

１－５ 空家等にさせないための啓発活動の実施・強化 （市民安全推進課） 

終活における不動産の取り扱いや、転居後の家屋の管理など、関係部署と連携し、パンフレット等により管

理されない空家等にしないための意識啓発を行います。また、空家となる前の段階から、家屋所有者に向け

た相談窓口や居住家屋のリフォーム等への助成制度の案内など、各種情報提供や啓発等に努め、所有者等

の意識高揚や制度活用の促進を図ります。 
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１－６ 所有者不明空家等への財産管理制度の活用 （市民安全推進課） 

登記名義人が死亡しており、法定相続人となる者がいない空家等については、相続財産清算人選任を申

し立て、選任された清算人による空家等の管理や処分により、解消を図ってきました。引き続き、所有者等が

特定できない空家等について、財産管理制度を活用して市場への流通を図ります。 

 

【定量的指標】 財産管理制度活用件数 

 

１－７ 空家等活用促進区域の検討 （市民安全推進課） 

市が空家の活用指針を明示して区域を設定し、建築基準法や都市計画法などの許認可等を合理化・円滑

化する空家等活用促進区域について、本市における有効性や設定された地域への影響など、様々な観点か

ら研究し、関係各課と慎重に検討を進めます。 

 

１－８ 空家等管理活用支援法人の検討 （市民安全推進課） 

NPO法人や社団法人等を市が指定し、空家等の活用や管理といった業務を依頼する空家等管理活用支

援法人について、現在協力いただいている各団体の意向を踏まえ、制度の活用を検討します。 

 

１－９ 空家等の流通や利活用を支援する施策の検討 （市民安全推進課） 

空家等の流通や利活用を支援する事業について、先進事例を研究し、その実施について検討を行いま

す。 

 

１－１０ 「マイホーム借上げ制度」等の周知 （住宅政策課） 

高齢者の住まいに関わる講演会の中での説明会やポスターの掲示を通じて、（一社）移住・住みかえ支援

機構（ＪＴＩ）の「マイホーム借上げ制度」や、（独）住宅金融支援機構（ＪＨＦ）が民間金融機関と提携して提供す

る「【リ・バース６０】」等の周知を図ります。 

 

【定量的指標】 説明会参加人数 

 

１－１１ セーフティネット住宅の登録の促進 （住宅政策課） 

セーフティネット住宅の登録を促進することにより、住宅確保要配慮者の住宅確保につなげることをもって、

空家の流通促進・活用を進めます。 

 

【定量的指標】 登録棟数 

 

１－１２ 住宅バリアフリー・断熱改修支援事業 （住宅政策課） 

自宅のバリアフリー化等に係る費用の一部を助成することにより、自宅内での転倒等による事故やヒートショ

ックによる心筋梗塞を予防し、住み慣れた住宅に安心して長く居住できるよう工事費用の一部を助成します。 
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１－１３ 住宅確保要配慮者への居住支援 （住宅政策課） 

本市においては、高齢者等の賃貸住宅への円滑な入居を支援するため、平成２９（２０１７）年５月に「船橋

市居住支援協議会」を設立しました。居住支援協議会では、住まいさがしに関する相談窓口において賃貸物

件情報の紹介等を行い、住宅確保要配慮者がセーフティネット制度を活用した低廉化住宅や民間賃貸住宅

に円滑に入居できるように支援します。 

 

１－１４ 長期優良住宅の普及の促進 （建築指導課） 

長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」により規定する、長期にわたり良好な状

態で使用するための措置が講じられた優良な住宅であり、本市では、この長期優良住宅について、認定を行

ってまいります。 

 

【定量的指標】 認定数 

 

１－１５ 木造住宅の耐震診断費用の助成 （建築指導課） 

市民の住宅の安全性に対する意識の啓発を図り、地震に強いまちづくりを進め、もって市民の生命及び財

産の保護を図ることを目的として、居住等、一定の要件を満たす木造住宅の耐震診断に要する費用の一部を

助成します。 

 

【定量的指標】 助成件数 

 

１－１６ 木造住宅の耐震改修費用の助成 （建築指導課） 

市民の住宅の安全性に対する意識の啓発を図り、地震に強いまちづくりを進め、もって市民の生命及び財

産の保護を図ることを目的として、居住等、一定の要件を満たす木造住宅の耐震改修に要する費用の一部を

助成します。 

 

【定量的指標】 助成件数 

 

１－１７ 木造住宅除却助成事業 （建築指導課） 

住宅倒壊による被害を未然に防ぐため、一定の要件を満たす木造住宅の除却を行う場合に、その費用の

一部を助成します。 

 

【定量的指標】 助成件数 

 

１－１８ 危険コンクリートブロック塀等の撤去費用の助成 （建築指導課） 

過去の地震において、道路に面したブロック塀が倒壊し、通行人に危害が及んだり避難の妨げになる事例

が発生しています。 

地震発生時におけるコンクリートブロック塀等の倒壊被害を防止する目的で危険コンクリートブロック塀等の

撤去にかかった費用の一部を助成します。 
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１－１９ 高齢者住宅に対する改造資金の助成、整備資金の貸付 （高齢者福祉課） 

要支援・要介護の認定を受けている方のために、浴室、トイレ等の改造、手すりやスロープの設置など、住

宅の改造をしようとする場合に、その費用の一部を助成します。 

日常生活で介護を必要とする６５歳以上の方や同居する家族に対し、浴室やトイレなどを整備するために

住宅の補修や増改築をする場合に、資金を無利子で貸付します。 

 

１－２０ 重度障害者等住宅改造費の助成、心身障害者等住宅整備資金の貸付 （障害福祉課） 

重度障害者のために浴室やトイレ等を改造した場合に、その費用の一部を助成します。 

障害者又は障害者と同居する家族に対し、障害者のために住宅のバリアフリー工事をする場合に資金を

無利子で貸し付けます。 

 

１－２１ 市民参加のまちづくり支援事業 （都市計画課） 

各地域の特徴を生かした地区計画等の導入など、市民参加による地域まちづくりを推進するため、市民の

自主的な活動を支援します。 

 

基本方針２．空家の管理の確保 

２－１ 空家等のデータベースによる管理・活用 （市民安全推進課） 

本市では実態調査で把握した空家等や、近隣住民や町会等から相談の寄せられた空家の所在や現況、

相談等の記録や所有者に関する情報など、データベースを使用し、一元的に管理しています。引き続き、情

報を集約することで、効果的な空家等への対応を行うとともに、蓄積した空家等のデータを活用し、市内の空

家分布等を様々なデータと重ね合わせて分析することで、空家等対策のより効果的な実施を図ります。 

 

２－２ 管理が不適切な空家等に対する庁内連携体制の整備・強化 （市民安全推進課） 

空家等が管理されないことによる影響が市道などの公共物に生じた場合や、敷地に作られたスズメバチの

巣の駆除など、関係部署間で連携し、対応を行ってきました。引き続き、関係部署と連携し、空家等対策に限

らず、所有者等へ様々な支援を行う体制を整備・強化するとともに、建物のない空き地の相談などの課題に

ついても、関係部署と連携し、どのような対応が可能か検討していきます。 

また、空家等対策の強化に必要な人員や予算の確保を行い、実効性のある組織体制を構築していきま

す。 

 

２－３ 所有者等からの相談受付、適切な管理の促進及び支援 （市民安全推進課） 

本市ではローカウンターで落ち着いて相談できる「空家相談窓口」を設け、空家等の管理に関する相談受

付や、関連する事業者や専門家団体の紹介を行っています。引き続き、空家等の所有者等に対し、適切な

管理を促すとともに、所有者等が管理上の悩み等を相談できる体制を整えます。また、案内できる専門家団

体等の増加を目指し、より多くの空家等の所有者等の問題解決が図られるよう努めます。 

 

 

 

  

【定量的指標】 所有者等からの相談受付件数 

（１－２との区別は困難なため、同一指標とする） 
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２－４ 近隣住民等からの情報収集・相談受付 （市民安全推進課） 

空家等の問題は、地元を最もよく知る町会・自治会等をはじめとした近隣住民等からの協力なしでは解決

できません。早期の段階で空家等の所有者等に対し、適切な管理を促すために、近隣住民等から寄せられ

た情報や相談等を受け付けるなど、広く空家等に関する情報を収集します。 

また、地域に管理不全の空家等を生じさせないための取組等について、先進的な事例を研究します。 

 

【定量的指標】 相談受付件数 

 

２－５ 所有者等による適切な管理への助言、情報提供 （市民安全推進課） 

空家等が管理されないことで周辺住民が問題を感じていても、誰が所有者かわからず、登記を調べても転

居や相続の登記がなされていないため、誰に対応を求めればよいかわからない、ということがあります。本市

では空家法に基づき登記や固定資産税課税情報、戸籍情報等を活用して空家等の所有者等を調査し、写

真などで現地の情報を伝え、管理等に関する専門業者を紹介し、近隣住民とつなげるなど、適切な管理を促

します。 

 

【定量的指標】 空家法第１２条に基づく対応件数 

 

２－６ 困難事例を解消させる取組 （市民安全推進課） 

登記名義人の死亡から時間がたっており、多数の法定相続人がいる空家等については、法定相続人に情

報提供して相続手続を促すなど、空家等の解消を図ってきました。引き続き、相続人多数の物件に対する取

組等、空家等の適正管理や問題解消に時間や労力を要する困難事例に積極的に取り組み、解決事例を積

み上げることで、１件でも多くの困難事例の解消を目指します。 

 

２－７ 管理不全空家等に対する措置の実施 （市民安全推進課） 

所有者等に対して改善を促したにも関わらず、適切な管理が行われず空家等の状況が改善しない場合

で、建築物そのものの物的状態から、危険度や切迫性が極めて高いと思われる空家等については、所有者

等による対応を継続して促すとともに、「船橋市管理不全空家等及び特定空家等認定基準」により建築物そ

のものの不良度等を判定します。 

判定の結果、特定空家等には至らないと判断した場合については、特定空家等となることを未然に防止す

るため、管理不全空家等と認定し、指導及び勧告の法的措置を段階的に進めていきます。 

 

※管理不全空家等に対する措置の基本的な流れ 

 
【定量的指標】 管理不全空家等認定件数 

空家法第１３条に基づく行政指導の実施件数 

 

管理不全
空家等

として認定
指導 勧告

空家等の
実態調査

空家法第9条
空家法

第13条第1項
空家法

第13条第2項

所有者全員の特定

特定空家等の候補として立入調査の実施

固定資産税・都市計画税の

住宅用地特例からの除外
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２－８ 外部団体との連携体制の整備・強化 【再掲】 （市民安全推進課） 

空家の予防や管理、利活用にあたっては、様々な専門家の協力が不可欠です。市民が専門家に気軽に

相談できる体制を目指し、空家等対策に係る情報収集や情報提供を行うなど、外部団体との連携体制の整

備・更なる強化を図り、所有者等を支援します。 

 

※空家等の管理に関する協定締結団体（令和７年１０月１日現在） 

千葉司法書士会 平成２９（２０１７）年６月１日締結 

千葉県宅地建物取引業協会 船橋支部 平成２９（２０１７）年６月１日締結 

千葉県土地家屋調査士会 平成２９（２０１７）年６月１日締結 

千葉県弁護士会 平成２９（２０１７）年７月１８日締結 

船橋造園協同組合 令和３（２０２１）年８月３０日締結 

東京ベイ信用金庫 令和５（２０２３）年５月２４日締結 

 

【定量的指標】 協定先への相談あっせん件数 

 

２－９ 適切な管理の促進等、空家等対策に関する啓発活動の実施・強化 （市民安全推進課） 

空家等対策の啓発については、ホームページや固定資産税等の納税通知書への掲載や、他団体が作成

する空家等対策に関する資料の配架など、様々な媒体を活用してまいりました。引き続き、適正管理の促進、

相談窓口や助成制度の案内など、各種の啓発を行い、意識高揚や制度活用を促進します。 

 

２－１０ 空家等管理事業者の紹介 （市民安全推進課） 

空家等の所有者等が自身で管理を行うことが困難な場合、草木の繁茂への対応については船橋造園協

同組合と協定を締結し、また、そのほかについても解体工事業者や廃棄物処理業者など、空家等管理に係る

事業者を紹介してきました。引き続き所有者等と管理事業者をつなげるとともに、空家等管理活用支援法人

について検討を行い、所有者等による空家等の適切な管理を促進します。 

 

２－１１ 空家等管理活用支援法人の検討 【再掲】 （市民安全推進課） 

NPO法人や社団法人等を市が指定し、空家等の活用や管理といった業務を依頼する空家等管理活用支

援法人について、現在協力いただいている各団体の意向を踏まえ、制度の活用を検討します。 

 

２－１２ 適正管理・除却への支援など、空家等対策に資する施策や手法の研究 （市民安全推進課） 

空家等の管理や除却、除却後の税負担等への支援など、所有者等が空家等を管理する上で感じている課

題解決を支援する施策を研究します。 
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基本方針３．特定空家の除却等 

３－１ 特定空家等に対する庁内連携体制の整備・強化 （市民安全推進課） 

特定空家等の認定や指導等については、関係部署が構成員となる船橋市特定空家等に対する措置等審

査会を開催し、危険の切迫性や周辺への悪影響の程度などを総合的に判断し、対応を進めてまいります。ま

た、空家等対策の強化に必要な人員や予算の確保を行い、実効性のある組織体制を構築していきます。 

 

３－２ 特定空家等に対する措置の実施 （市民安全推進課） 

所有者等に対して改善を促したにも関わらず、適切な管理が行われず空家等の状況が改善しない場合

で、建築物そのものの物的状態から、危険度や切迫性が極めて高いと思われる空家等については、所有者

等による対応を継続して促すとともに、「船橋市管理不全空家等及び特定空家等認定基準」により建築物そ

のものの不良度等を判定します。 

判定の結果、特定空家等に該当すると判断した場合については、助言・指導、勧告等の法的措置を段階

的に進めていきます。 

また、特定空家等に至らないと判断した場合についても、必要に応じ管理不全空家等の認定を行い、指

導、勧告といった法的措置を進め、適切な管理を促します。 

 

※特定空家等に対する措置の基本的な流れ 

 
 

３－３ 所有者不明空家等への財産管理制度の活用【再掲】 （市民安全推進課） 

登記名義人が死亡しており、法定相続人となる者がいない空家等については、相続財産清算人選任を申

し立て、選任された清算人による空家等の管理や処分により、解消を図ってきました。引き続き、所有者等が

特定できない空家等について、財産管理制度を活用して市場への流通を図ります。 

 

【定量的指標】 財産管理制度活用件数 

 

※「定量的指標」は、各事業の成果や実績等のうち、代表的なものを選定したものです。計画期間中は、これ

らの「定量的指標」をベースに、社会情勢等を踏まえ、取組の追加・見直し等を加え、進行管理を行ってまい

ります。  

第22条第11項

緊急代執行

空家等の
実態調査

特定空家等
として認定

助言・指導 勧告 命令

空家法
第22条第3項

空家法
第22条第9項

空家法
第22条第2項

空家法
第22条第1項

代執行

空家法

空家法第9条

固定資産税・都市計画税の

住宅用地特例からの除外
費用は所有者等負担

所有者全員の特定

特定空家等の候補として立入調査の実施

災害その他非常の場合において必要な措置を取る必要があると

認めるときで命令手続を行ういとまがないとき

費用は所有者等負担
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４ 空家等に関する対策の実施体制 

 庁内の組織体制 

主管部局 

空家等対策に関する主管部局は、市民生活部市民安全推進課とします。 

 

船橋市空家等対策協議会 

空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項及びその他必要な事項について協議を行いま

す。協議会の会長は市長が務め、委員は、次に掲げる者のうち１４人以内で市長が委嘱します。 

 ①学識経験者 

 ②市民 

 ③その他市長が必要があると認める者 

 

船橋市空家等対策検討連絡会 

特定空家等の把握及び実例の検証や情報の共有化などに関すること、協議会において協議された事項に

係る情報の共有化や調整に関すること、船橋市空家等対策計画に基づく諸施策の策定に関することについ

て協議を行います。 

連絡会は、以下に掲げる所属の長をもって組織しています。また、連絡会には以下に掲げる所属の長が指

名した者をもって組織する担当者会議を置いています。 

 

 各課役割分担表 

部署名 所管内容 

危機管理課 防災に関すること。 

市民の声を聞く課 広聴に関すること。 

資産税課 所有者情報に関すること、固定資産税の賦課に関すること。 

市民安全推進課 空家等対策全般に関すること。 

福祉政策課 所有者等の福祉に関すること。 

衛生指導課 害虫の駆除に関すること。 

クリーン推進課 ごみ対策に関すること。 

環境保全課 草木の繁茂に関すること。 

道路維持課 市道の保安に関すること。 

建築指導課 建築物又はこれに附属する工作物に関すること。 

住宅政策課 住宅の有効活用に関すること。 

消防局予防課 緊急事案（災害時等）に関すること。 

船橋市特定空家等に対する措置等審査会 

特定空家等の認定に関することや特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関することに

ついて協議を行います。 

審査会は、以下に掲げる所属の長をもって組織しています。 

危機管理課 市民安全推進課 クリーン推進課 環境保全課 衛生指導課 

道路維持課 建築指導課 消防局予防課 



 

      

 

41 

 

 相談窓口 

本市では、専門的な知識を有する団体などと協定を締結し、空家等に関する様々な問題を解決する相談

窓口を主管部局である市民安全推進課に設けています。 

 

協定締結団体一覧 

団体名 相談内容 

千葉司法書士会 空家等の相続等に関すること。 

千葉県宅地建物取引業協会 船橋支部 空家等の流通促進・有効活用に関すること。 

千葉県土地家屋調査士会 空家等の土地や建物の調査及び境界に関すること。 

千葉県弁護士会 空家等の法律に関すること。 

船橋造園協同組合 空家等の草木の除草・樹木の剪定等に関すること。 

東京ベイ信用金庫 空家等の解体ローンに関すること。 

 

 空家等対策における措置の基本的な流れ 

 

　命令（空家法第22条第３項）
　※標識の設置・命令した旨の公示

緊急代執行（空家法第22条第11項）
※費用は所有者等負担、強制徴収可

　代執行（空家法第22条第９項）
　※費用は所有者等負担、強制徴収可 財産管理人の選任

空家等の実態調査（空家法第９条）
※所有者等の特定、所有者等の事情の把握、特定空家等認定準備など

特定空家等として認定 　管理不全空家等として認定

　助言・指導（空家法第22条第１項） 　指導（空家法第13条第１項）

　勧告（空家法第22条第２項）
　※固定資産税・都市計画税の
　　住宅用地特例からの除外

　勧告（空家法第13条第２項）
　※固定資産税・都市計画税の
　　住宅用地特例からの除外

市民等からの情報提供

空家等の現地確認

空家等が管理不全の状態であると認められる場合

適切な管理の依頼・情報提供（空家法第12条）

所有者等が判明している

所有者等が不明

所有者等の反応なし 所有者等が判明

特に必要があると認めるとき

危険度や切迫性が極めて高い

改善されないと認めるとき

命令された措置を履行しないとき

危険度や切迫性が高い

庁

内

関

係

部

局

等

と

の

協

議

・

連

携

改善されないと認めるとき

所有者等が不明

災害時等で措置の必要があり

命令を行ういとまがないとき
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 具体的な取組状況の評価方法等 

取組状況の効果的な検証及び評価を行うため、令和８（２０２６）年４月の本計画中間見直し以降、以下のと

おり進捗管理等を行います。 

 

進捗管理や評価の対象 

空家等対策のための取組や、空家等対策に繋がる取組について、進捗管理や評価の対象とし、空家等対

策には副次的効果として寄与する取組や、毎年度評価することが難しい取組については進捗管理や評価の

対象外とします。 

 

進捗管理や評価の方法 

対象とする取組について、進捗管理のみ毎年度行うこととし、本計画期間の終期に、次期計画の策定に向

けた方向性を示すための評価を行います。 
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🏠 資料編 

１ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

２ 空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則 

３ 船橋市空家等対策協議会条例 

４ 船橋市空家等対策協議会運営要綱 

５ 船橋市空家等対策検討連絡会設置要綱 

６ 船橋市特定空家等に対する措置等審査会要綱 
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１ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成二十六年十一月二十七日） 

（法律第百二十七号） 

目次 

第一章 総則(第一条―第八条) 

第二章 空家等の調査(第九条―第十一条) 

第三章 空家等の適切な管理に係る措置(第十二条―第十四条) 

第四章 空家等の活用に係る措置(第十五条―第二十一条) 

第五章 特定空家等に対する措置(第二十二条) 

第六章 空家等管理活用支援法人(第二十三条―第二十八条) 

第七章 雑則(第二十九条) 

第八章 罰則(第三十条) 

附則 

 

第一章 総則 

 (目的) 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に

深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境

の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策

定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家

等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画

的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がな

されていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。第十四条第二項

において同じ。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状

態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損な

っている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められ

る空家等をいう。 

 (国の責務) 

第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その

他の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の促進に関し、国

民の理解を深めるよう努めなければならない。 

 (地方公共団体の責務) 

第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策

の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関し

この法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市

町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 
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(空家等の所有者等の責務) 

第五条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよ

う、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力す

るよう努めなければならない。 

 (基本指針) 

第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的

な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関

の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

 (空家等対策計画) 

第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即

して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に

関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地(以下「空家等の跡地」という。)の活用の促進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置(第二十二条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定によ

る勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項から第十一項までの規定による代執行をいう。以

下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等の数及びその分

布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進のために当

該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域(以下「空家等活用促進区域」と

いう。)並びに当該空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針

(以下「空家等活用促進指針」という。)に関する事項を定めることができる。 

一 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二条に規定する中心市街地 

二 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点 

三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 

四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第二条第二項に

規定する重点区域 

五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域とし

て国土交通省令・総務省令で定める区域 
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４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 

二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な空家等の種類

及び当該空家等について誘導すべき用途(第十六条第一項及び第十八条において「誘導用途」という。)

に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用を通じた

経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物(空家等活用促進区域内の

空家等に該当する建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物を

いう。以下この項及び第九項において同じ。)又は空家等の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第十項

において同じ。)について第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第二項(第一

号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定又は第十七条第二項の規定により読み替えて適用する同

法第四十八条第一項から第十三項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用

する場合を含む。第九項において同じ。)の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件に関する事項

を定めることができる。 

６ 前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十三条第二項の規定の適用を

受けるための要件(第九項及び第十七条第一項において「敷地特例適用要件」という。)は、特例適用建築

物(その敷地が幅員一・八メートル以上四メートル未満の道(同法第四十三条第一項に規定する道路に該当

するものを除く。)に二メートル以上接するものに限る。)について、避難及び通行の安全上支障がなく、か

つ、空家等活用促進区域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するもの

として国土交通省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域内の住民の意見

を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同

法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。)は、第三項に規定する事項を定める場合において、

市街化調整区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化調整区域をい

う。第十八条第一項において同じ。)の区域を含む空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該空

家等活用促進区域の区域及び空家等活用促進指針に定める事項について、都道府県知事と協議をしなけ

ればならない。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項の第十七条第二項の規

定により読み替えて適用する建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定のただし書の規定の

適用を受けるための要件(以下「用途特例適用要件」という。)に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当

該事項について、当該空家等活用促進区域内の建築物について建築基準法第四十三条第二項第一号の

規定による認定又は同法第四十八条第一項から第十三項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は

第三項において準用する場合を含む。第十七条第二項において同じ。)の規定のただし書の規定による許

可の権限を有する特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下この項及び次項

において同じ。)と協議をしなければならない。この場合において、用途特例適用要件に関する事項について

は、当該特定行政庁の同意を得なければならない。 

１０ 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、特例適用建築

物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進区域における経済的社会的活動の

促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、同項の同意をすることができる。 
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１１ 空家等対策計画(第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六条第一項及び第十八条第一

項において同じ。)は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び同法第

十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。 

１２ 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

１３ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提供、技術的な助言

その他必要な援助を求めることができる。 

１４ 第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

 (協議会) 

第八条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会(以下この

条において「協議会」という。)を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、

不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第二章 空家等の調査 

 (立入調査等) 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するため

の調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者

等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認

められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせよう

とするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該

所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 (空家等の所有者等に関する情報の利用等) 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名

その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その

保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存す

る区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、

特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められた

ときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団

体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情

報の提供を求めることができる。 

 (空家等に関するデータベースの整備等) 

第十一条 市町村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所

有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を

除く。以下この条、次条及び第十五条において同じ。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する

正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
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第三章 空家等の適切な管理に係る措置 

 (所有者等による空家等の適切な管理の促進) 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、

助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

(適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置) 

第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に

該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等(以下「管理

不全空家等」という。)の所有者等に対し、基本指針(第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限

る。)に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をと

るよう指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善され

ず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者

に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止す

るために必要な具体的な措置について勧告することができる。 

 (空家等の管理に関する民法の特例) 

第十四条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に

対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定による命令又は同法第九百五十二

条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。 

２ 市町村長は、空家等(敷地を除く。)につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁

判所に対し、民法第二百六十四条の八第一項の規定による命令の請求をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるとき

は、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項又は第二百六十四条の十四第一項の規定による

命令の請求をすることができる。 

 

第四章 空家等の活用に係る措置 

 (空家等及び空家等の跡地の活用等) 

第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は

賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要

な対策を講ずるよう努めるものとする。 

 (空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等) 

第十六条 空家等対策計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)の長は、空家等活用促進区

域内の空家等(第七条第四項第二号に規定する空家等の種類に該当するものに限る。以下この条において

同じ。)について、当該空家等活用促進区域内の経済的社会的活動の促進のために必要があると認めるとき

は、当該空家等の所有者等に対し、当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供

するために必要な措置を講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めるときは、その要

請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要

な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 (建築基準法の特例) 

第十七条 空家等対策計画(敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。)が第七条第十二項

(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条

第六項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四十三条第二項第一号の規定の適用について

は、同号中「、利用者」とあるのは「利用者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の
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推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第七条第十二項(同条第十四項において準

用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定められた同条第

六項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定する特例適用建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画(用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。)が第七条第十二項(同条第

十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第五項

に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定の適用につ

いては、同条第一項から第十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは

「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第一項ただし書中「公益上やむを

得ない」とあるのは「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第七条第十

二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する空家等

対策計画に定められた同条第九項に規定する用途特例適用要件(以下この条において「特例適用要件」と

いう。)に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第二項から第十一項まで及び

第十三項の規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認めて

許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第十二項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行

政庁が、特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他」とする。 

 (空家等の活用の促進についての配慮) 

第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により

公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域(市街化調整区域に該当する区域に限る。)

内の空家等に該当する建築物(都市計画法第四条第十項に規定する建築物をいう。以下この項において同

じ。)について、当該建築物を誘導用途に供するため同法第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第一

項の許可(いずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。)を求められたときは、第七条第八項の協

議の結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとす

る。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空家等対策計画に記

載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用途に供するため農地法(昭和二

十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該空家

等の活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

 (地方住宅供給公社の業務の特例) 

第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定

する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等の活用

のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空家等の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅供給公社法第

四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条

に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十九条

第一項に規定する業務」とする。 

 (独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務) 

第二十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一

条第一項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活用促進区域内における

空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社会的活動の促進を図るために必要な調査、

調整及び技術の提供の業務を行うことができる。 

(独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助) 

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第
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八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第二十三条第一項に規定する空家等管理

活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活用の促進に必要な資金の融通に関する

情報の提供その他の援助を行うことができる。 

 

第五章 特定空家等に対する措置 

第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐

採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築

物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善さ

れないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木

竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった

場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る

措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対

し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付し

て、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えな

ければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意見書の提

出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じようとす

る者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じようとする措

置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これ

を公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出すること

ができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置

を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないとき

は、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為を

し、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき

者(以下この項及び次項において「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなくて第一項

の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手

続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措

置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項及び次項において「措置実施者」という。)

にその措置を行わせることができる。この場合においては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者に

おいてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市町村長又は措置実施者がそ

の措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特

定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置

をとる必要があると認めるときで、第三項から第八項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがな

いときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら

行い、又は措置実施者に行わせることができる。 

１２ 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用

する。 
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１３ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省

令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１４ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合において

は、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

１５ 第三項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第

十四条を除く。)の規定は、適用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な

指針を定めることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で

定める。 

 

第六章 空家等管理活用支援法人 

 (空家等管理活用支援法人の指定) 

第二十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非

営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うこと

を目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、

その申請により、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は

営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじ

め、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 

 (支援法人の業務) 

第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活

用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために

必要な援助を行うこと。 

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管

理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。 

 (監督等) 

第二十五条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認め

るときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援

法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一項の規定による指定

を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

 (情報の提供等) 

第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導

若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとして、空家等の

所有者等に関する情報(以下この項及び次項において「所有者等関連情報」という。)の提供の求めがあった
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ときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供

するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あらかじめ、当

該所有者等関連情報を提供することについて本人(当該所有者等関連情報によって識別される特定の個人

をいう。)の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

 (支援法人による空家等対策計画の作成等の提案) 

第二十七条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令・

総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場

合においては、基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は変更をするか否

かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、空家等対策計

画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 

 (市町村長への要請) 

第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必

要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定による請求をするよう要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第十四条各項の

規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定による請求をする必

要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした支援法人に通知するものとす

る。 

 

第七章 雑則 

第二十九条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円

滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充

その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関す

る対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

 

第八章 罰則 

第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処す

る。 

２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒

み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 

(施行期日) 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただ

し、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行する。 

(検討) 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると

認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 (令和五年六月一四日法律第五〇号) 抄 
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(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

 (経過措置) 

第二条 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時

特例市に対するこの法律による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(以下この条において「新

法」という。)第七条第八項及び第十八条第一項の規定の適用については、新法第七条第八項中「及び同

法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六

年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 

２ 新法第二十二条第十項及び第十二項(同条第十項に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日

(以下この条及び附則第六条において「施行日」という。)以後に新法第二十二条第十項後段の規定による

公告を行う場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の空家等対策の推進に関する特別措置

法(次項において「旧法」という。)第十四条第十項後段の規定による公告を行った場合については、なお従

前の例による。 

３ 新法第二十二条第十一項及び第十二項(同条第十一項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同

条第二項の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前に旧法第十四条第二項の規定による勧告

を行った場合については、なお従前の例による。 

(政令への委任) 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)

は、政令で定める。 

(検討) 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の状

況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとす

る。 
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２ 空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則 

 

（趣旨） 

第 1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年法律第 127 号。以下「法」という。）

の施行に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則（平成 27年総務省・国土交通省令第１

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（立入調査等） 

第 2条 法第９条第２項の規定により報告を求めるときは、空家等に係る事項に関する報告徴収書（第１号様

式）により行う。 

２ 前項の報告は、空家等に係る事項に関する報告書（第１号様式の２）により行うものとする。 

３ 法第９条第３項の規定による通知は、立入調査実施通知書（第１号様式の３）により行う。 

（身分証明書の様式） 

第 3条 法第９条第４項の身分を示す証明書は、身分証明書（第２号様式）とする。 

（管理不全空家等の認定） 

第 3条の 2 市長は、別に定める基準に基づき、空家等が法第 13条第１項に規定する管理不全空家等であ

ると認めるときは、当該管理不全空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）に対し、管理不全空

家等認定通知書（第２号様式の２）により通知するものとする。 

（管理不全空家等に対する指導） 

第 3条の 3 法第 13条第１項の規定による指導は、管理不全空家等指導書（第２号様式の３）により行う。 

（管理不全空家等に対する勧告） 

第 3条の 4 法第 13条第２項の規定による勧告は、管理不全空家等勧告書（第２号様式の４）により行う。 

（管理不全空家等の認定の解除） 

第 3条の 5 市長は、法第 13条第１項に規定する管理不全空家等に対する措置を行った場合において、当

該措置を行った管理不全空家等が管理不全空家等でないと認めるときは、第３条の２の規定による通知をし

た者に対し、管理不全空家等認定解除通知書（第２号様式の５）により通知するものとする。 

（特定空家等の認定） 

第 4条 市長は、別に定める基準に基づき、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の

所有者等に対し、特定空家等認定通知書（第３号様式）により通知するものとする。 

（特定空家等に対する助言又は指導） 

第 5条 法第 22条第１項の規定による助言又は指導は、特定空家等助言・指導書（第４号様式）により行う。 

（特定空家等に対する勧告） 

第 6条 法第 22条第２項の規定による勧告は、特定空家等勧告書（第５号様式）により行う。 

（命令等） 

第 7条 法第 22条第３項の規定による命令は、命令書（第６号様式）により行う。 

２ 法第 22条第４項の通知書は、命令に係る事前の通知書（第７号様式）とする。 

３ 法第 22条第４項の意見書は、意見書（第８号様式）によるものとする。 

４ 法第 22条第５項の規定による意見の聴取の請求は、意見聴取請求書（第９号様式）により行うものとする。 

５ 市長は、前項の意見の聴取を行うことによって生ずる意見の聴取を受ける者に係る費用は、弁償しない。 

（公聴会） 

第 8条 法第 22条第６項の規定による意見の聴取（以下「公聴会」という。）を主宰する者（以下「主宰者」とい

う。）は、市長が指名する職員とする。 

２ 法第 22条第７項の規定による通知は、意見聴取通知書（第 10号様式）により行う。 

３ 主宰者は、必要があると認めるときは、公聴会に参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。 
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（補佐人等） 

第 9条 意見の聴取を受ける者（以下「被聴取者」という。）は、あらかじめ市長に届け出て、補佐人又は自己

に有利な参考人を出席させることができる。 

（意見の聴取の機会の放棄） 

第 10条 被聴取者が正当な理由なく公聴会に出頭しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみな

す。 

（関係者の発言） 

第 11条 公聴会の出席者は、主宰者の許可がなければ、発言することができない。 

（記録等） 

第 12条 主宰者は、書記を指名し、意見の聴取の次第、内容の要点等を記録させなければならない。 

２ 主宰者は、公聴会終了後遅滞なくその経過につき、調書を作成し、市長に報告しなければならない。 

（秩序の維持） 

第 13条 主宰者は、場内を整理し、その秩序を維持するため必要があると認められるときは、出席者又は傍

聴人の入場を制限することができる。 

２ 主宰者は、意見の聴取の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退出その他秩序を維持するため

必要な事項を指示することができる。 

（公示） 

第 14条 法第 22条第 13項の規定による公示は、標識（第 11号様式）を設置して行う。 

（特定空家等の認定の解除） 

第 15条 市長は、特定空家等に対する措置を行った場合において、当該措置を行った特定空家等が特定空

家等でないと認めるときは、第４条の規定による通知をした者に対し、特定空家等認定解除通知書（第 12号

様式）により通知するものとする。 

附 則 

この規則は、平成 28年４月１日から施行する。 

附 則（平成 29年 12月 11日規則第 86号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年 12月 12日規則第 92号） 

この規則は、令和５年 12月 13日から施行する。 

附 則（令和６年３月 28日規則第 17号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

第１号様式 ～ 第１２号様式 略 
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３ 船橋市空家等対策協議会条例 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第 8 条第１項の規定に基づき、船

橋市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 協議会は、会長その他委員１４人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 市民 

⑶ その他市長が必要があると認める者 

（委員） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第４条 会長は、市長をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が会長の職務を代理する。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則(令和 5年 10月 13日条例第 32号) 

この条例は、公布の日又は空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和 5年法律

第 50号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 
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４ 船橋市空家等対策協議会運営要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、船橋市空家等対策協議会条例（平成２８年船橋市条例第１７号）の規定に基づき、船橋

市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は次に掲げる事項を所掌する。 

⑴ 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること 

⑵ 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること  

（会議） 

第３条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となり、議事を整理する。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（委員以外の者の出席等） 

第４条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外のも

のから必要な資料の提出を求めることができる。 

（会議の公開） 

第５条 協議会の会議は、原則として公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、協議会の決

定により一部又は全部を非公開とすることができる。 

⑴ 会議において取り扱う情報が、船橋市情報公開条例（平成１４年船橋市条例第７号）第２６条の各号に該

当するとき 

⑵ その他協議会が必要と認めるとき 

（事務局） 

第６条 協議会の事務局は、市民生活部市民安全推進課に置く。 

（守秘義務） 

第７条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。  

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

附 則 

この要綱は、平成２８年５月３０日より施行する。 
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５ 船橋市空家等対策検討連絡会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。)に基づき、空

家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、船橋市空家等対策検討連絡会（以下「連絡会」

という。)を置く。 

 （定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、法の例による。 

（所掌事務） 

第３条 連絡会は、次に掲げる事項について協議する。 

⑴ 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。 

⑵ 空家等対策計画の実施及び評価に関すること。 

⑶ その他空家等に関する施策に係る必要な事項の調整に関すること。 

（組織等） 

第４条 連絡会は、別表に掲げる所属の長をもって組織する。 

２ 連絡会の会議は、市民安全推進課長が招集し、議長となり、議事を整理する。 

３ 連絡会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、参考意見又は説明を聴くことができ

る。 

（担当者会議） 

第５条 連絡会に、担当者会議を置く。 

２ 担当者会議は、別表に掲げる所属の長が指名した者をもって組織する。 

３ 担当者会議は、市民安全推進課長が会議を招集し、指名された者が議長となり議事を整理する。 

４ 担当者会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、参考意見又は説明を聴くことがで

きる。 

 （庶務） 

第６条 連絡会の庶務は、市民生活部市民安全推進課が行う。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。 

附 則 

この要綱は、平成２４年５月１５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月２５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年６月２日から施行する。 
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別表 

 

【参考資料】 

 各課役割分担表 

部署名 所管内容 

危機管理課 防災に関すること。 

市民の声を聞く課 広聴に関すること。 

資産税課 所有者情報に関すること。 

固定資産税の賦課に関すること。 

市民安全推進課 空家等対策全般に関すること。 

福祉政策課 所有者等の福祉に関すること。 

衛生指導課 害虫の駆除に関すること。 

クリーン推進課 ごみ対策に関すること。 

環境保全課 草木の繁茂に関すること。 

道路維持課 市道の保安に関すること。 

建築指導課 建築物又はこれに附属する工作物に関すること。 

住宅政策課 住宅の有効活用に関すること。 

消防局予防課 緊急事案（災害時等）に関すること。 

危機管理課 市民の声を聞く課 資産税課 市民安全推進課 福祉政策課 

衛生指導課 クリーン推進課 環境保全課 道路維持課 建築指導課 

住宅政策課 消防局予防課 
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６ 船橋市特定空家等に対する措置等審査会要綱 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２２条に規定

する特定空家等に対する措置等の適正かつ公正な実施を確保するため、船橋市特定空家等に対する措置

等審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、法の例による。 

（所掌事務） 

第３条 審査会は、次に揚げる事項について協議する。 

(1) 管理不全空家等の認定に関すること。 

(2) 管理不全空家等に対する措置（法第１３条第１項の規定による指導、同条第２項の規定による勧告）そ

の他の管理不全空家等への対処に関すること。 

(3) 特定空家等の認定に関すること。 

(4) 特定空家等に対する措置（法第２２条第１項の規定による助言及び指導、同条第２項の規定による勧

告、同条第３項の規定による命令並びに同条第９項、第１０項及び第１１項の規定による代執行をいう。）そ

の他の特定空家等への対処に関すること。 

（組織等） 

第４条 審査会は、別表に揚げる所属の長（以下「委員」という。）をもって組織する。 

２ 審査会の会議は、必要のつど市民安全推進課長が召集し、市民安全推進課長が議長となり、議事を整理

する。 

（参考意見等の聴取） 

第５条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審査会に出席させ、意見を聴くことができる。 

（守秘義務） 

第６条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（事務局） 

第７条 審査会の庶務は、市民生活部市民安全推進課において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年１２月１３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

別表 

 

危機管理課 市民安全推進課 クリーン推進課 環境保全課 衛生指導課 道路維持課 建築

指導課 消防局予防課 
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